
 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入ポンプの動的機能維持要求の整理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 2月 

中国電力株式会社 

 

 

島根原子力発電所第２号機 審査資料 

資料番号   NS2-補-027-10-84改 01 

提出年月日 2023 年 2 月 14 日 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



目 次 

1. はじめに  ·······························································  1

2. ほう酸水注入ポンプの動的機能維持要求の考え方  ···························  1

3. ほう酸水注入ポンプの動的機能維持評価について  ···························  1



1 

1. はじめに

本資料では，ほう酸水注入ポンプの動的機能維持要求の考え方を示し，停止時を想定し

た動的機能維持評価が可能であることを説明する。 

なお，本資料が関連する工認図書は以下のとおりである。 

・「Ⅵ-2-6-4-1-1 ほう酸水注入ポンプの耐震性についての計算書」

2. ほう酸水注入ポンプの動的機能維持要求の考え方

設計基準対象設備（以下「ＤＢ設備」という。）は，従前からＪＥＡＧ４６０１-1984

（参考１参照）に基づき動的機能維持が要求される設備を整理した上で，動的機能維持評

価を実施している。ＤＢ設備としてのほう酸水注入ポンプは，ＪＥＡＧ４６０１-1984にお

いて動的機能維持が要求される設備には該当せず，島根３号機建設工認における動的機能

維持評価実績＊1においても，ほう酸水注入ポンプは動的機能維持評価対象外である。ＪＥ

ＡＧ４６０１を見直して制定されたＪＥＡＣ４６０１-2008（参考２参照）において「ほう

酸水注入系（BWR）の耐震クラスについて」の解説として「BWRについては，制御棒の挿入

のみにより冷温停止状態への移行が可能であり，基準地震動Ｓｓに対してほう酸水注入系

の機能維持する安全上の要求はない。しかしながら，ほう酸水注入系が安全機能の重要度

分類においてMS-1に属していることを考慮し，構造強度についてはＳクラスに準じて取り

扱うこととする。」という考え方が示されており，この考え方はＪＥＡＧ４６０１-1984に

おいても同様であると考えられる。 

一方，重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）としてのほう酸水注入ポンプ

の動的機能維持要求については，「NS2-補-027-10-31 重大事故等対処設備の動的機能維持

要求の整理について」に従い，「事象発生からの期間を限定せず動作が必要な機器」とし

て地震後機能維持が要求される。ただし，重大事故等は「地震の独立事象」として扱って

おり，ほう酸水注入ポンプの運転を想定する時間は，約 時間であることから，地震荷

重との組合せが不要な期間（10－2 年＊2）より短時間であり，停止時を想定した評価が可能

である。 

ＤＢ設備及びＳＡ設備としてのほう酸水注入ポンプの動的機能維持要求を表１に示す。

注記＊1：島根原子力発電所第3号機 第5回工事計画認可申請書（島原建技第52号平成20 

年5月30日）Ⅳ-2-11「申請設備に係る動的機能維持に関する説明書」 

＊2：「NS2-補-023-06 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の

組合せについて」に記載 

3. ほう酸水注入ポンプの動的機能維持評価について

ほう酸水注入ポンプの動的機能維持要求は表1に示すとおりであり，ＳＡ設備としての地

震後機能維持（停止時）が要求されることから，停止時を想定した動的機能維持評価を行

う。 
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表1 ほう酸水注入ポンプの動的機能維持要求について 

動作時期 ＤＢ設備 ＳＡ設備 

事象発生後

長期 

動的機能維持 

要求無し 

β：地震後機能維持（停止時） 

運転を想定する時間は約 時間であり，地震荷重との組合

せが不要な期間（10－2 年）より短時間である。 
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参考１ ＪＥＡＧ４６０１-1984 抜粋 
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参考２ ＪＥＡＣ４６０１-2008 抜粋 

 




